
(令 和 2年度諮問第 2号 )

答  申

第 1 審査会の結論

板橋区選挙管理委員会 (以 下 「区」とい う。)が 審査請求人に対 し

て行った公文書公開請求に対す る公文書部分公開決定処分の うち、

『選挙運動費用等収支報告書』の 「出納責任者の印影」を非公開と

した判断は妥当ではなく公開すべきであるが、その他非公開と判断

した部分については妥当である。

第 2 審査請求の経過

1 審査請求人は、令和 2年 9月 23日 付けで区宛てに、下記内容の

公文書公開請求書 (以 下、「請求書」 とい う。)を 提出し、同 日付け

で区は請求書を受理 した。

【請求の内容】

『坂本健 区長の前回区長選における選挙運動費用等収支報告

書および領収書の写 し。公費負担の状況がわかる文書。』

※区は以下のとお り、対象文書を特定 した

坂本健歯長の前回区長選における

① 選挙運動費用等収支報告書

②  (選挙運動費用等収支報告書の)領収書の写 し

③ 公費負担の状況がわかる文書

区は前記 の請 求 に対 して、東京都板橋 区情報公 開条例 (以 下、「条

例 」 とい う。 )第 6条第 1項第 2号 (個 人情報 )、 第 3号 (事 業活

動情報 )、 第 4号 (犯 罪誘発 の防止 )に該 当す るた め、条例第 10

条第 1項 の規 定 に基づ き、公文書部分公 開決 定 を し、令和 2年 10

月 23日 付 けで審 査請求人 に通知 した。

※上記決 定処分 に至 る経緯 … 当該公 文書公 開請 求 について は、

まず 、令和 2年 10月 7日 付 けで 「公文書部分公 開決 定処

分」を行 った (原 処分 )。 その後 、選挙管理委員会 にて部分

公 開の範 囲 を変更 した うえで、令和 2年 10月 23日 付 けで
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改 めて 「公 文書部分公 開決 定処分」 を行 った (再処分 )

3 前記区の決定処分に対 して審査請求人は、令和 2年 12月 2日 付

けで板橋区長宛てに審査請求書を提出した。

第 3 審査請 求 の内容

1 趣 旨

当該決 定処分 の うち、「選 挙運動費用等収 支報 告書 」 に記載 が あ

る情報 の非公 開処分 を取 り消す との裁決 を求 め る。

2 理 由

(1)公 職選 挙法 の規 定 に よ り、選挙運動費用等収支報告書 はあ らゆ

る者 が閲覧 可能 で あ る。

(2)選 挙運動費用等収支報告書 の情報 は、条例第 6条 第 1項第 2号

アに規 定す る 「法令等 の規 定 に よ り又 は慣行 として公 に され 、又

は公 にす るこ とが予定 され てい る情報 」で あ り、非公 開 とな らな

い情報 であ る。

第 4 実施機 関の主張

1 趣 旨

「本件審査請 求 を棄却す る。」 との裁 決 を求 め る。

2 理 由

(1)審 査請求人 の請求 の趣 旨か らす る と、本件審査請 求 において取

消 の請 求 の対象 とな るのは、選挙運動費用等収支報告書 に押 印 さ

れ た印鑑 の印影 の部分 とな る。

(2)印 影 につ いては、写 しの交付 に よ り複製 を可能 とし、犯罪 を誘

発 す るおそれ があ ることか ら、条例第 6条第 1項第 4号 に規 定す

る 「行政 上 の義務 に違反す る行為 の取締 りその他公共 の安全 と秩

序 の維持 に関す る情報」 として、従来 か らの区の印影 に関す る情

報開示の方針に燃い、非公開とした。

(3)よ って、本件審査請求は棄却されるべきである。
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第 5 審査経過

審査会は、本件審査請求について、以下のように審査を行 った。

令和 3年 5月 13日 (木 )諮 問を受け、審査を行った。

第 6 審査会の判断

1 審査請求人は、坂本健区長の前回区長選における「①選挙運動費

用等収支報告書」「② (同 報告書の)領収書の写 し」「③公費負担の

状況がわかる文書」の公開を求めた。

これに対 し、区は、条例第 6条第 1項第 2号、第 3号及び第 4号

に該当することを理由に、部分公開の決定をした。

2 この決定に対 し、審査請求人は、「①選挙運動費用等収支報告書」

に記載がある情報の非公開処分を取 り消す旨の裁決を求めた。

これに対 し、区は、審査請求人の請求の趣 旨か ら取消請求の対象

となるのは、「①選挙運動費用等収支報告書」の印影部分であるとし、

この印影部分については、犯罪を誘発するおそれがあるところか ら、

条例第 6条第 1項第 4号 に規定する 「行政上の義務に違反する行為

の取 り締ま りその他公共の安全 と秩序の維持に関する情報」である

として非公開にしたと主張 した。

3 審査請求人は、公職選挙法により、印影部分も含めて閲覧可能で

あることか ら、同号にい う情報には該当しない と反論 している。

4 本件は、「①選挙運動費用等収支報告書」における出納責任者の印

影が条例第 6条第 1項 に該当し非公開とすべきとする判断が妥当で

あるかが争点 となっている。当審査会はこの点を検討 した。

(1)区 は、非公開の理由として、印影については、写 しの交付によ

り複製を可能 とし、犯罪を誘発するおそれがあることか ら、条例

第 6条第 1項第 4号 に規定す る 「行政上の義務に違反す る行為の

取締 りその他公共の安全 と秩序の維持に関する情報」であるとし

ている。 これに対
して、審査請求人は、印影部分も被覆 されてい

ない形で収支報告書の公開がされているとも主張 している。
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(2)印 影 は一般 に個人識別 情報 とされ る。 しか し印影 で あるか らす

べ て 自動 的 に非公 開 とす るのは条例 の趣 旨で はない。条例第 6条

第 1項 は個人情報 で あって も法令や慣行 上 、公益 の観 点か ら公 開

すべ き としてお り、「①選 挙運動費用等収支報告書」の印影 が これ

に該 当す るか を個別 具体 的 に判 断 しなけれ ばな らない。

(3)そ の よ うな状況 に鑑 みて、本件 の請求対象 となってい る 「①選

挙運動費用等収支報告書 」に記載 が ある出納 責任者 の印影部分 の

開示 について、検討 を行 った。

区は、印影 を公 開すれ ば複製 が可能 とな り犯罪 を誘発す るおそ

れ があ る として、条例第 6条第 1項第 4号に規 定す る 「行政上 の

義務 に違 反 す る行 為 の取締 りそ の他公 共 の安 全 と秩 序 の維 持 に

関す る情報」 として、従 来か らの区の印影 に関す る情報 開示 の方

針 に倣 い、非公 開 とされ る としてい る。

この点 について、まず 、選挙運動費用等収支報告書 とい う文書

の性格 を考 える と、公職選挙法第 189条 に よ り、出納 責任者 には

選 挙運動 に関す る収 入 お よび支 出の報告 書 の提 出が義 務付 け ら

れ てお り、また同法第 192条 に よ り、当該報告書 は選挙管理委員

会 の定 める ところに よ り閲覧 を請求す るこ とがで き る。したがっ

て、収支 報告書 は、閲覧 され るこ とが前提 となってい る文書 であ

る とい える。

(4)次 に、収支報告書 に押 印 された印影 が どの よ うな意 味 を もつ の

かについて考察す る と、出納 責任者 が記載 した 内容 が真 正 であ る

こと、さらには添付 され てい る領収書等 も真 正 であ ることを出納

責任者 が責任 を もって保 証す る ものであ る。 この こ とは、審査 の

対象 となってい る収支報告書 にお いて も、「この報 告書 は、公職

選挙法 の規 定 に従 って作成 した もので あ り、真 実 に相違 あ りませ

ん」 とい う出納責任者 の文言 が記述 され 、押 印 が され てい るこ と

か らも、明 らかで あ る とい える。

(5)そ の よ うに理解 した うえで、本件 にお け る特殊性 、す なわ ち、

写 しの交付 に よ り複製 を可能 とし、条例第 6条 第 1項第 4号 の規

定 に該 当す る犯罪 を誘発 す るおそれ が仮 にあった として も、閲覧
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に よ り公 開 され る こ とが前提 とな ってい る収 支報 告 書 とい う文

書 の性格 、及び、それ らを認識 した うえで収支報告書 を作成 しそ

こに押 印 をす る出納責任者 の立場 を考慮す るのであれ ば、印影部

分 もまた条例第 6条 第 1‐項第 2号 アに規 定す る「法令等 の規 定 に

よ り又 は慣行 として公 に され、又 は公 にす るこ とが予 定 され てい

る情報 」で あ るこ とも含 め、非公 開 とす るこ とに よ り保護 され得

る利益 と、公 開 され るこ とに よ り保護 され る利益 とを比較衡 量す

る と、後者 が前者 に優越す る とい うべ きであ る。

(6)以 上 に よ り、区が請求人 に対 して行 った情報 開示請求 の 「①選

挙運動費用等収支報告書」 に対す る部分公 開決定 は妥 当 とはい

えず 、出納責任者 の印影部分 につ いて も公 開をすべ きであ る。

令 和 3年 9月 8日

東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審査会
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